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１．執行機関の別

２．都道府県名 執行機関名 白糠町長

３．市区町村名

４．届出番号

５．独自利用事務の事例番号

６．届出書を公表している
　　　ウェブページのアドレス

１．準ずる法定事務の名称と趣旨又は目的の内容等

①事務の名称

②番号法別表第１の項

③番号法別表第２の項

④番号法第９条第２項に基づ
き定める条例の名称及び①
の該当部分

⑤事務の趣旨又は目的が規
定されている箇所

⑥事務の趣旨又は目的

⑦独自利用事務の関連規範 白糠町社会福祉法人等による利用者負担軽減制度に関する実施要綱

白糠町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基
づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例別表第一　第6の項
白糠町社会福祉法人等による利用者負担軽減制度に関する実施要綱による介護保険
サービスに係る利用者負担額の軽減に関する事務であって規則で定めるもの

介護保険法（平成九年法律第百二十三号）第１条 白糠町社会福祉法人等による利用者負担軽減制度に関する実施要綱第１条

第一条  　この法律は、加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病等により要介護状態となり、入浴、
排せつ、食事等の介護、機能訓練並びに看護及び療養上の管理その他の医療を要する者等について、こ
れらの者が尊厳を保持し、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、必要な保健医
療サービス及び福祉サービスに係る給付を行うため、国民の共同連帯の理念に基づき介護保険制度を設
け、その行う保険給付等に関して必要な事項を定め、もって国民の保健医療の向上及び福祉の増進を図る
ことを目的とする。

第１条　この要綱は、介護保険の円滑な実施のため、特別対策として実施する低所得者に対する介護保険サービ
スに係る利用者負担額の軽減制度のうち、「社会福祉法人等による生計困難者等に対する介護保険サービスに
係る利用者負担額軽減制度事業実施要綱」（平成１２年５月１日付け老発第４７４号厚生省老人保健福祉局長通
知別添２の事業。以下「事業」という。）に基づき、白糠町が行う社会福祉法人等による利用者負担の軽減制度の
実施にあたり、必要な事項を定めるものとする。
２　前項の規定に定める事業は、要介護被保険者等のうち生計困難と認められる者及び生活保護受給者（以下
「軽減対象者」という。）が、あらかじめ利用者負担の軽減を実施する旨を白糠町に申し出た社会福祉法人等（以
下「軽減法人等」という。）の提供する軽減対象介護保険サービスを利用する場合に、軽減法人等が軽減対象者
のサービス利用に伴う利用者負担の一部を軽減し、併せて軽減法人等に対する助成金を交付するために必要な
事項を定めるものとする。

介護保険法による保険給付の支給、地域支援事業の実施又は保険料の徴収
に関する事務であって主務省令で定めるもの

白糠町社会福祉法人等による利用者負担軽減制度に関する実施要綱による介護
保険サービスに係る利用者負担額の軽減に関する事務であって規則で定めるもの
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94-2 介護サービス等利用者負担軽減に関する事務

http://www.town.shiranuka.lg.jp/section/kikaku/h8v21a0000000whp.html

（１）法定事務 （２）独自利用事務

白糠町

様式

委 員 会 規 則 第 ４ 条 第 １ 項 に 基 づ く 届 出 書

1: 都道府県知事・市区町村長等

北海道

知事 市区町村長等

http://www.town.shiranuka.lg.jp/section/kikaku/h8v21a0000000whp.html


２．準ずる法定事務の具体的な事務内容と提供を求める特定個人情報等

事務１

①根拠規定 番号法別表第二主務省令 47 条 1 項 5 号

②事務の内容

①根拠規定 番号法別表第二主務省令 47 条 1 項 5 号

②情報提供者

③提供を求める特定個人情
報

①根拠規定 番号法別表第二主務省令 47 条 1 項 5 号

②情報提供者

③提供を求める特定個人情
報

備考

当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載さ
れた住民票関係情報

当該申請又は届出に係る対象者及び対象者が属する世帯員の住民票に記載され
た住民票関係情報

特定個人情報２

ハ 白糠町社会福祉法人等による利用者負担軽減制度に関する実施要綱第３条

市町村長 市町村長

特定個人情報１

ロ 白糠町社会福祉法人等による利用者負担軽減制度に関する実施要綱第３条

市町村長 市町村長

当該申請を行う者又は当該者が属する世帯の生計を主として維持する者に係
る市町村民税に関する情報

当該申請又は届出に係る対象者及び対象者が属する世帯員の市町村民税に関す
る情報

（１）法定事務 （２）独自利用事務

白糠町社会福祉法人等による利用者負担軽減制度に関する実施要綱第８条

介護保険法第六十条の介護予防サービス費等の額の特例の申請に係る事実
についての審査に関する事務

白糠町社会福祉法人等による利用者負担軽減制度に関する実施要綱に規定する
介護保険サービスに係る利用者負担額の軽減対象者の確認の申請に係る事実に
ついての審査に関する事務


